昇降機定期検査報告制度に係る簡易リフト自己申告書R7.10.31以前に設置のもの

年    月    日
令和7年9月3日、建築基準法施行令の一部を改正する政令（令和7年9月3日政令第310号）が公布され、同年11月1日に施行されました。これにより、労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318号）第一条第九号に規定する簡易リフト（以下、「簡易リフト」と記載）が建築基準法第12条第3項に規定する昇降機定期検査報告制度の対象外となりました。以下の簡易リフトは令和7年10月31日までは定期検査報告制度の対象でしたが、政令改正により対象外となったことを申告いたします。＜所有者・提出者等の情報＞
簡易リフトの所有者・管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自己申告書の提出者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
提出者の電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜建築物等の情報＞
簡易リフトが設置されている建築物の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
設置事業場の事業の種類※1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＜簡易リフトの情報＞
簡易リフトの設置場所（住所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
簡易リフトの製造業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電動機容量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
定格速度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
積載荷重(kg)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
整理番号※２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　

※1 日本標準産業分類の分類項目表から該当する細分類項目を記載してください。
※2 不明の場合は空欄で結構です。
※　同じ敷地内に複数の簡易リフトが設置されている場合は簡易リフト自己申告書の内容を表にまとめ提出していただいて構いません。
チェック項目
以下の項目に該当する場合はチェック欄にレ点（「☑」）を記入してください。なお、以下のうち１つでも該当しない項目がある場合は、簡易リフトに該当せず、引き続き昇降機定期検査報告制度の対象となります。□ 労働基準法別表第1第1号～第5号に掲げる事業の事業場に設置される
□ せり上げ装置、船舶安全法の適用をうける船舶に用いられるもの及び、主として一般公衆の用に供されるものではない
□ 荷のみを運搬することを目的とする
□ 搬器の床面積が1㎡以下、または天井高さが1.2m以下
□ 建設用リフト※1ではない

※1　建設用リフトとは労働安全衛生法施行令第１条第1項第10号に規定するもの
注意事項
（１）申告内容が事実と異なる又は用途変更等により異なることとなった場合は、昇降機定期検査報告制度の対象となります　
（２）クレーン等安全規則第202条に基づき簡易リフト設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出した場合は、その写しをもって本申告書に代えることができます。
（３）この申告書の提出にかかわらず、所轄労働基準監督署により、リフトを設置する事業場が労働基準法別表第1第1号から第5号までに掲げるものに該当しないと判断された場合には、当該リフトは法令への適合が求められます。

【提出窓口】
（一財）長崎県住宅・建築総合センター
電話番号：095-825-6944　
郵便番号：850-0035　長崎県長崎市元船町17-1長崎県大波止ビル2F

【対象となるかの相談窓口】
・長崎市内の物件
　長崎市役所建築部建築指導課
　電話番号：095-829-1176
郵便番号：850-8685　長崎県長崎市魚の町4-1

・佐世保市内の物件
　佐世保市役所都市整備部建築指導課
電話番号：0956-25-9629
郵便番号：857-8585　長崎県佐世保市八幡町1-10

・その他の市町内の物件
　長崎県土木部建築課審査指導班
電話番号：095-894-3093
郵便番号：850-8570　長崎県長崎市尾上町3-1

